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印刷する 
飯能市が共催、後援、協賛するイベント等には、AEDの貸出を行っています。
貸出を希望する場合は、健康づくり支援課にお問い合わせください。


貸出対象                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次のいずれかに該当する行事等を原則として、飯能市内で開催する場合に貸し出しています。
(1) 市が主催し、共催し、後援し又は協賛する行事等であること。
(2) 市民が主催する営利を目的としない行事等で、特定の宗教又は政治活動に関係しないも
のであること。

貸出要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
当該行事等の開催場所に医療従事者又は普通救命講習、上級救命講習その他これらに類
する講習を修了した者で、AEDを使用することができるものを配置すること。

貸出期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行事等が開催される期間で、上限は7日間。

貸出申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貸出を受けようとする日の3か月前から7日前までに、「AED(自動体外式除細動器)貸出
申請書」を提出してください。


この記事に関するお問い合わせ
健康福祉部　健康づくり支援課（保健センター） 
電 話 番 号  ： 042 – 974 - 3488
ファクス番号 ： 042 – 974 - 6558 
